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概   要 
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１．研究概要 
１）研究の背景 
・管理不全状態を回避するためには、利活用促進が有効だが、戸建て空き家の利活用は進んでいない。一
方で、住宅用途にこだわらず、大きな改修せずに部分活用や一時的な活用を図れば、活用のハードルは
低くなると期待される。 

２）研究の目的 
・戸建て空き家において部分活用や一時的活用といった「ゆるい活用」が進む可能性を把握するべく、「ゆ
るい活用」の具体策を検討するとともに収益を推定する。 

 

２．研究内容 
１）「ゆるい活用」手法の洗い出し（R4～R5 年度） 
・ねらい：道内の地域運営組織やまちづくり系 NPO へのインタビュー調査及びワークショップにおける

アイディア出し作業を通して、空き家の「ゆるい活用」手法の具体案を抽出する。その上で、
具体策ごとに先進事例（全国を対象）の有無を整理する。 

・試験項目等：インタビュー調査、ワークショップにおけるブレインストーミング 
２）ゆるい活用の各手法における実施に当たっての要件の整理（R4～R5 年度） 
・ねらい：１）で検討したゆるい活用の各手法について、既に実施している主体及び実施には至っていな

いがその候補になりそうな主体に対しインタビュー調査を行い、必要経費、建物・敷地・立地
の条件、法令等の条件といった実施に当たっての要件を整理する。 

・試験項目等：インタビュー調査、アンケート調査 
３）ゆるい活用の各手法を実施した場合の収益性の算出（R4～R5 年度） 
・ねらい：２）の結果を踏まえて、いくつかの条件でゆるい活用の各手法を実施した場合を想定し、各手

法を実施した場合の経費と収益の期待値を推計する。また、その結果を戸建て空き家の管理・
除却費用と比較することで、ゆるい活用の各手法がこれらの負担をどの程度緩和できるのかを
算出する。 

・試験項目等：経済分析 
４）モデルケースを基にゆるい活用手法の組み合わせ方を検討（R5 年度） 
・ねらい：３）の結果を踏まえて、実際の戸建て空き家をモデルにゆるい活用の各手法を実施した場合の
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収益性や併用可能性をシミュレートし、「ゆるい活用」の各手法の有効な組み合わせ方を整理す
る。その結果を基に、「ゆるい活用」の実施可能性を評価する。 

・試験項目等：モデルケースにおけるシミュレーション 
 

３．研究成果 
１）「ゆるい活用」手法の洗い出し（R4～R5 年度） 
・道内の地域運営組織やまちづくり系 NPO、不動産業者、自治体職員へのインタビュー調査及びワークシ
ョップにおけるブレインストーミングを通して、住宅以外での空き家の活用手法を整理した結果、38 種
類の用途が抽出された。抽出した空き家の活用手法について、どのように「ゆるく」活用できそうかを
道内の地域運営組織やまちづくり系 NPO、不動産業者、自治体職員にインタビュー調査した結果、33
種類の用途が「ゆるい活用」手法に該当し、それらは空き家の使用時間・必要な空間の組み合わせによ
って 20 パターンに分類できた。また 33 種類の「ゆるい活用」手法を全国の先進事例と比較した結果、
20 種類の活用手法は実施事例があると確認できた。この結果を踏まえて、活用事例の見当たらない 13
種類の「ゆるい活用」手法の中から、実施可能性を調査する対象を選定した。 

２）ゆるい活用の各手法における実施に当たっての要件の整理（R4～R5 年度） 
・研究項目１）で選定した活用手法に関連する事業者や自治体にインタビュー調査を行い、必要経費や必
要なスペース、立地等の要件を整理した。個人が私的に活用する用途については、アンケート調査を行
い、ニーズがあることを把握した。 

３）ゆるい活用の各手法を実施した場合の収益性の算出（R4～R5 年度） 
・利用者になりそうな道内居住者を対象に、活用手法ごとの支払い意志額を調査した。その結果から、研
究項目２）で調査対象とした各「ゆるい活用」手法の収益の期待値を推計した。全ての「ゆるい活用」
手法で収益性がある訳ではないが、「サテライト予備校」「宅配ボックス置き場」「個人の趣味のための
スペース」「屋根への太陽光発電パネル設置」といった収益性が期待できる活用用途もあると分かった。 

４）モデルケースを基にゆるい活用手法の組み合わせ方を検討（R5 年度） 
・旭川市、豊浦町、下川町に立地する空き家をモデルケースに、研究項目２）の結果を踏まえて、実施可
能な「ゆるい活用」の組み合わせを検討した。その結果、別の用途と同じ建物をシェアすることで、利
用者の取り込みや実施可能性の向上を図ることができる可能性があると分かった（図 1）。また研究項目
３）の結果を基に、モデルケースごとの収益の期待値を算出した結果、活用用途や利用者の確保の仕方
によっては、収益で除却費用を工面できる可能性があると分かった。 

＜具体的データ＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ ゆるい活用の机上シミュレーション結果 
 

４．今後の見通し 
・北海道空家等対策市町村連絡会議において市町村に情報提供することを通して、道及び市町村が空き家対
策を検討する際の基礎資料として活用される。また、民間ビジネスとして戸建て空き家を除却（看取り）
まで管理（ケア）するターミナルケアの仕組みを検討する際の基礎的知見として活用される。 
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１．はじめに 

（１）研究の背景 

人口減少の進行に伴い、全国的に空き家が増加し
ている。住宅・土地統計調査によると、活用実態の
ない「その他空き家」の数は平成 10 年調査時点から
平成 30 年調査時点の 20 年間でおよそ 166 万戸増加
している（182.5 万戸→348.7 万戸）。また、空き家は
今後も増加し続けると予想されることから、空き家
に関する問題はより一層深刻化すると予想される。 

「令和元年度空き家所有者実態調査」1)によると、
空き家所有者の多くは、相続によって空き家を手に
したと指摘されている。なお、相続者の多くは、既
に住まいを確保している年齢であると指摘されてい
ることから 2)、相続者が空き家の新たな住まい手に
なる可能性は決して高くないと推察される。加えて、
空き家が立地する地域から離れた地域に生活基盤を
有する相続者も少なくないため、空き家までのアク
セスのしにくさが空き家の管理不全に繋がるケース
は珍しくないと指摘されている 1)。 

こうした背景から、全国的に管理不全空き家が増
加している。管理不全空き家は、建物部材の崩落・
飛散をはじめとした外部不経済を引き起こす可能性
があると指摘されており 3)、自治体の空き家対策業
務においても、管理不全空き家への対応は負担の重
い業務であると言われている 4)。 

空き家に新たな住まい手が現れれば、その住まい
手が新たな管理の担い手になるため、空き家の活用
促進は管理不全空き家対策としても有効と考えられ
る。しかし、地方部を中心に人口減少が進む中、住
宅として空き家を再生した上で、住まい手を見つけ
るのには限界があると推察される。そのため、空き
家を住宅以外の用途での活用も検討する必要がある
と考えられる。また、住宅を一棟丸ごと改修して恒
常的に活用する従来の手法よりも、「部分的な活用」
や「一時的な活用」を目指すことで、空き家の活用
機会は高まると期待される。これらのことから、本
研究では、空き家を住宅用途に限らずに部分的・一
時的に活用すること（以降、こうした空き家の活用

手法を「ゆるい活用」と記載する）に着目した。 

（２）研究の位置づけ・目的 

空き家の活用に関する研究を見ると、大庭ら 5)の
ように空き家のシェアハウス活用事例を取り上げた
研究や大野ら 6)のようにゲストハウス活用の事例を
取り上げた研究、中園ら 7)や大庭ら 8)のように福祉
施設に転用した事例を取り上げた研究、大前ら 9)の
ように商業店舗利用の事例を取り上げた研究、五十
石ら 10)のように地元企業が戸建て空き家を借り上げ
社宅として活用する可能性を分析した研究などがあ
り、これらの研究結果から、空き家は幅広い用途で
活用されていると分かる。また、空き家の部分的な
活用については、河本ら 11)が京都市中心部の町家の
分割利用の実態を調査・分析しており、「商業店舗」
「事務所」「ギャラリー」「写真スタジオ」といった
用途が「住居」と分割利用されていることを指摘し
ている。ただし、この研究は、店舗用スペースが元
から備わっている町家を対象としているため、専用
住宅の空き家とは勝手が違うと考えられる。加えて、
空き家の一時的な活用については、サブスクリプシ
ョンや時間貸しといった形態での活用をサービス化
している事業者は存在するものの 12) 13)、こうしたサ
ービスは活用用途を限定していない傾向にある。一
方、空き家の部分的な活用については、実施事例が
見当たらない。これらのことから、「ゆるい活用」手
法として具体的にどのような用途が想定できるかを
既存事例から整理するのは難しいと考えられる。こ
のような状況からか、空き家の「ゆるい活用」は、
実施要件や収益性の有無といった実施可能性を検討
するために必要な知見はおろか、具体的に実施でき
そうな用途の整理も進んでいない。そのため、現状
では、空き家の「ゆるい活用」の実践は難しい状況
にあると考えられる。 

そこで、本研究では、再流通率が低い戸建て空き
家を対象に、具体的にどのような用途の「ゆるい活
用」手法があるのかを洗い出した上で、各手法の実
施要件や収益性の有無から実施可能性を把握するこ
とを研究の目的とする。なお、前述したように、空
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き家を部分的に活用している事例が見当たらないこ
とから、本研究では、空き家の活用に関わる事業者
（以降、空き家関連事業者と記載する）とブレイン
ストーミングを実施することで、実施できそうな「ゆ
るい活用」手法を具体的に整理することにした。 

（３）研究の方法 

調査・分析は次の手順で行う。手順①. まずは、後
述する対象地域で空き家関連事業者に対してインタ
ビュー調査を行い、空き家関連事業者がこれまでの
活動の中で見てきた活用用途を把握する。その上で、
空き家関連事業者とともにブレインストーミングを
行い、インタビュー調査から整理した活用用途以外
にどのような活用用途が実施できそうかをアイディ
ア出しする。手順②. 空き家関連事業者にインタビ
ュー調査を行い、手順①で洗い出した空き家の活用
用途について、用途ごとにどのように部分的・一時
的な活用ができそうかを集計する。手順③. 手順②
で整理した「ゆるい活用」手法について、全国の空
き家の活用事例や手順①におけるインタビュー調査
の結果から、活用事例の有無を整理する。手順④．
活用事例のある用途は、実施可能性があると考えら
れることから、活用事例が見当たらない用途を対象
に、主な活用主体となる事業者や団体、個人を整理
する。その上で、各主体にインタビュー調査やアン
ケート調査を行うことで、各活用用途の「潜在的需
要」「実施要件」「空き家活用への支払意志額」を把
握する。なお、主な活用主体が事業者や団体の場合、
インタビュー調査の結果から収益性を把握する。一
方、主な活用主体が個人の場合、アンケート形式で
支払意志額を調査することで収益性を把握する。手
順⑤.実際の空き家で複数の「ゆるい活用」を実施す
る場合を想定し、期待される事業収益を算出するこ
とで、「ゆるい活用」の組み合わせ方によって、空き
家がどの程度の経済的な効果を生み出せるのかを例
示的に示す。なお、1 つの建物で複数の活用用途を組
み合わせられることが「ゆるい活用」の利点である
ことから、手順②及び③の結果を踏まえて、複数の
「ゆるい活用」手法を組み合わせた場合を想定する。 

（４）対象地域 

調査・分析は北海道を対象に行う。北海道には、
政令指定都市から離島まで多様な人口規模の市町村
が存在する。人口規模によって都市の生活サービス
の充実度は異なり、それに伴い、潜在的需要のある
空き家の活用用途は異なると推察される。また、都
市部と地方部ではライフスタイルが異なることから、
多様な人口規模の市町村がある北海道を対象とする
ことで、多様な空き家の活用ニーズを把握すること
ができると期待される。加えて、積雪寒冷地では、
積雪によって空き家が傷みやすく、管理不全による
外部不経済の発生リスクが温暖な地域よりも高い。
そのため、積雪寒冷地では、空き家化した後すぐに
活用の担い手を確保することが求められる。前述し
たように、「ゆるい活用」により空き家の活用機会が
高まれば、管理の担い手確保に繋がることから、積
雪寒冷地で「ゆるい活用」を検討する意義は大きい
と考えられる。 

 

２．戸建て空き家の「ゆるい活用」手法の洗い出し 

（１）戸建て空き家の活用手法の洗い出し 

不動産事業者・公益社団法人日本建築家協会旭川
地区会・市町村から空き家活用促進業務を受託して
いる民間組織にインタビュー調査を行い、これまで
の活動の中で見たことのある中古住宅の活用事例を
挙げてもらった。その上で、インタビュー調査で挙
がった活用手法以外に想像できる活用方法をブレイ
ンストーミング形式でアイディア出しした。調査の
概要を表 2-1 に示す。 

調査の結果、表 2-2 に示す 38 用途が空き家の活用
用途として挙げられた。把握した用途を内容別に整
理すると、「店舗」「働く場」「第一次産業の生産拠点」
「ものづくりの場」「レジャーや趣味の場」「ストッ
クヤード」「公共・公益スペース」「住宅」の 8 種類
の用途に大別できる。このことから、幅広い活用用
途が実施・想定されていると分かる。 

また、この 38 用途うち、23 用途は実施事例がある
活用用途であり、この 23 用途のうち、「④内職の作
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業場」「⑥スキャンセンター注 1)」「㉒借り上げ社宅」
以外の 20 用途は、市町村から空き家活用促進業務を
受託している事業者がこれまでの活動の中で見たこ
とのある活用用途だった。市町村から空き家活用促
進業務を受託している事業者は 3 事業者とも農山漁
村地域（利尻町・由仁町・下川町）をフィールドに
活動していることから 注 2)、本調査で把握した空き家
の活用用途の多くは、人口規模の大きい都市だけで
なく、農山漁村地域においても見られる活用用途だ
と分かる。なお、「④内職の作業場」「⑥スキャンセ
ンター」「㉒借り上げ社宅」は、不動産事業者へのイ
ンタビュー調査から把握した活用用途だったが、こ
のうち「④内職の作業場」「⑥スキャンセンター」の
2 用途は、どこでも実施可能な仕事の作業場である。
一方、不動産事業者はインタビュー調査において、
北海道全域をサービス圏域としている企業では、従
業員が北海道内で転勤するケースが多いため、北海
道全域で借り上げ社宅の需要 注 3)があると回答して
いたことから、「㉒借り上げ社宅」は、都市部よりも、
郊外の農山漁村地域（企業の通勤可能圏域内に限る）
で潜在的需要がある活用用途であると推察される。
これらのことら、人口規模の小さい自治体でも空き
家の活用を幅広い用途で検討することが有望と考え
られる。 

（２）各活用手法の「ゆるさ」に関する検討 

前節で把握した空き家の活用用途（38 用途）につ
いて、用途ごとに具体的にどのような部分的・一時
的活用ができるのかを整理するべく、表 2-3 に示す
空き家関連事業者にインタビュー調査を行った。な
お、インタビュー調査においては、構造や状態が再
活用に十分耐え得る空き家を想定してもらい、その
空き家で各活用用途を実施する場合に「最低限必要
なスペース」及び「最低限必要な使用時間」を回答
してもらった。その結果、最低限必要なスペースは
回答にばらつきが見られたのに対し、最低限必要な
使用時間はどの空き家関連事業者も同様の回答をし
ていた。そこで、最低限必要な使用時間について各
回答者が共通して回答した時期・時間帯を整理した。 

表 2-1 空き家活用手法に関する調査の概要 

 

 

 

 

表 2-2 洗い出した空き家の活用用途 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-3 ゆるい活用手法に関する調査の概要 

 

 

 

 

 

 

具体的には、使用時間の制限を「特定の時期にしか
使用できなくても問題ないか否か」「特定の時間帯に
しか使用できなくても問題ないか否か」「使用するタ
イミングは定期的か否か」の 3 点で整理した上で、
特定の時期・時間帯にしか使用できなくても問題な
い場合は、具体的にどの時期・時間帯が主な使用時
間になるのかを整理した。その結果、前節で把握し
た 38 用途を表 2-4 に示す 10 タイプに分類できた。 

 一方、最低限必要なスペースについては、使用す
る場所の選択肢ごとに該当すると回答した空き家関
連事業者の割合（以降、該当率と記載する）を集計

調査時期

一般社団法人ツギノバ 2022年  8月  4日

NPO法人ユニライズ 2022年  8月18日

一般財団法人下川町ふるさと開発振興公社

不動産業者 株式会社常口アトム

建築家 日本建築家協会北海道支部旭川地区会 2023年  2月24日

インタビュー先

2022年10月19日

市町村から
空き家活用
促進業務を
受託してい
る民間組織

活用事例がある用途
その他想定される活用用途

(ブレインストーミングの結果)

①カフェ

②バー

③趣味の教室 ➊塾やサテライト予備校

④内職の作業場

⑤コワーキングスペース

⑥スキャンセンター

⑦水耕栽培 ➋キノコの栽培スペース

⑧昆布の乾燥スペース ➌干物工房

⑨ファブラボ ➍車やバイクの整備スペース

⑩アトリエ

⑪ペットも泊まれる民泊 ➎カラオケ

⑫コレクション鑑賞スペース ➏レンタルスタジオ

➐キッチンカーのイートイン

➑キャンプ場の管理棟

➒映画の爆破シーン撮影に使用

⑭防災備蓄倉庫

⑮シェア用除雪機置き場

⑯個人のコレクション置き場

⑰堆雪スペース

⑱高齢者サロン ⓬福祉避難所

⑲子育てサロン ⓭電気自動車充電ステーション

⑳レンタルヤギの厩舎

㉑太陽光発電スペース

㉒借り上げ社宅

㉓グループホーム

用途
カテゴリー

⓯化学物質過敏症など特殊な事情
　を持つ方のシェルター

住宅

働く場

もの作り
の場

第一次産業
の生産拠点

⓫宅配ボックスのステーシ
　ョンストック

ヤード

⓮避難訓練のデモ用に燃やすのに
　使用

公共・公益
スペース

⑬荷物を郵送して一時保管し
　てもらうスペース

➓近所から不要になった健康器具
　を集めてジムに

レジャー
や趣味の場

店舗

調査時期

NPO法人ユニライズ 2023年10月25日

一般財団法人下川町ふるさと開発振興公社 2023年10月27日

NPO法人グラウンドワーク西神楽

不動産業者 株式会社ホッポウ

建築家
公益社団法人日本建築家協会北海道支部
旭川地区会

国土交通省不動産・建設経済局土地政策課

国道交通省北海道開発局開発管理部用地課

旭川市地域振興部地域振興課

2023年10月10日

インタビュー先

空き家活用
促進に携わ
っている民
間組織

空き家・空
き地問題に
携わってい
る行政部局
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し、この該当率を説明変数に因子分析を行った。 

なお、インタビュー調査においては、「玄関」「個
室」「居間・食事室」「水回り（便所を除く）注 4)」「庭」
「車庫・倉庫」「壁」「屋根」を使用する場所の選択
肢として挙げた上で、該当すると考えられるスペー
スを複数選択してもらった。また、「㉒借り上げ社宅」
「㉓グループホーム」「⓯化学物質過敏症など特殊な
事情を持つ方のシェルター」については住宅として
の側面が強く、「➒映画の爆破シーン撮影に使用」「⓮
避難訓練のデモ用に燃やすのに使用」については、
「ゆるい活用」ではないため、本分析の対象外とし
た。 

 因子分析の実施に当たっては、説明変数間の相関
係数の絶対値が 0.8 以上の場合、多重共線性の問題
が生じる恐れがあり、他の説明変数との相関係数の
絶対値がいずれも 0.3未満の説明変数があった場合、
因子が上手く算出されない恐れがある。そこで、因
子分析に先立ち、各スペースの該当率の相関係数を
算出した（表 2-5）。その結果、「玄関」と「居間・食
事室」間及び「壁」と「屋根」間の相関係数が 0.8 以
上だった。また、「壁」と「屋根」はその他のスペー
スとの相関係数が軒並み低かった。そこで、「玄関」
「壁」「屋根」を除くスペースの該当率を説明変数に
して因子分析を行った。因子の抽出方法には最尤法
を用い、固有値 1.0 以上の因子に対してプロマック
ス基準の斜交回転を施したところ、2 つの因子が抽
出できた（表 2-6）。 

 各因子の解釈は、回転後の因子負荷量の絶対値が
0.4 以上の項目を中心に行う。第 1 因子の因子負荷量
を見ると、「水回り」「居間・食事室」「個室」が正の
影響を、「倉庫・車庫」が負の影響を示している。こ
のことから、第 1 因子は使用するスペースが母屋中
心か付属屋中心かを表す指標と解釈した。続いて、
第 2 因子の因子負荷量を見ると、「庭」が正の影響を
示している。このことから、第 2 因子は使用するス
ペースが屋外中心か否かを表す指標と解釈した。累
積寄与率が 71.4%と高いことから、この 2 因子で空
き家活用（38 用途）において最低限必要なスペース 

表 2-4 各空き家の活用用途の最低限必要な使用時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-5 各スペースの該当率の相関係数 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-6 因子分析の結果 

 

 

 

 

の特徴を概ね説明できると考えられる。 

 そこで、この 2 因子の因子得点を基にクラスター
分析を行った。なお、クラスター距離の測定方法は、
ユークリッド平方距離によるウォード法を用いた。
クラスター数が最も多くなる距離でデンドログラム
を区分した結果、「㉒借り上げ社宅」「㉓グループホ
ーム」「➒映画の爆破シーン撮影に使用」「⓮避難訓
練のデモ用に燃やすのに使用」「⓯化学物質過敏症な
ど特殊な事情を持つ方のシェルター」を除く 33 用途

玄関 個室
居間

食事室
水回り 庭

倉庫
車庫

壁 屋根

玄関 1

個室 0.608 1

居間
食事室

0.818 0.691 1

水回り 0.609 0.569 0.795 1

庭 -0.536 -0.372 -0.460 -0.034 1

倉庫
車庫

-0.247 -0.204 -0.436 -0.479 -0.077 1

壁 -0.269 -0.260 -0.272 -0.255 0.297 -0.133 1

屋根 -0.385 -0.352 -0.358 -0.300 0.337 -0.078 0.948 1

因子1 因子2
個室 0.583 -0.240
居間・食事室 0.854 -0.266
水回り（便所除く） 0.951 0.187
庭 0.144 1.042
倉庫・車庫 -0.582 -0.214
寄与率 27.4% 43.9%
累積寄与率 27.4% 71.4%

因子負荷量

活用用途
使用する

時期
使用する
時間帯

定期的か
否か

①カフェ
③趣味の教室
⑥スキャンセンター
⑨ファブラボ
⑱高齢者サロン
⑲子育てサロン

Ⅱ 夕方から夜間のみだが定期的に使用 ②バー

④内職の作業場
⑤コワーキングスペース
➍車やバイクの整備スペース
➎カラオケ
➏レンタルスタジオ
➓近所から不要になった健康器具
　を集めてジムに
⑮シェア用除雪機置き場
⑰堆雪スペース

⑪ペットも泊まれる民泊

➐キッチンカーのイートイン
➑キャンプ場の管理棟

Ⅶ 災害時のみ使用 ⓬福祉避難所
⑦水耕栽培
⑧昆布の乾燥スペース
⑩アトリエ
➋キノコの栽培スペース
➌干物工房
⑫コレクション鑑賞スペース
⑭防災備蓄倉庫
⑯個人のコレクション置き場
⑳レンタルヤギの厩舎
㉑太陽光発電スペース
㉒借り上げ社宅
㉓グループホーム
➊塾やサテライト予備校
⓫宅配ボックスステーション
⓬福祉避難所
⓭電気自動車充電ステーション
⓯化学物質過敏症など特殊な事情
　を持つ方のシェルター
➒映画の爆破シーン撮影に使用
⓮避難訓練のデモ用に燃やすのに
　使用

冬季のみ恒常的に使用

Ⅵ
レジャーシーズンのみ使用
　※レジャーシーズンが冬季のみの場合は
　　タイプⅤと重複

最低限必要な使用時間

Ⅰ 日中のみだが定期的に使用

Ⅲ 日中のみ使いたいと思った時に使用

定期的
特定の

時間帯で
問題ない

不定期

時間帯の
特定が
困難

定期的

その他

時期の
特定が
困難

時期の
特定が
困難

特定の
時期で

問題ない

Ⅸ
常時使用
　※使用時間的にはゆるくない

Ⅹ
もう使えなくなることを前提に使用
　※活用用途としてゆるくない

Ⅷ 栽培・加工・製作期間のみ使用

⑬荷物を郵送して一時保管しても
　らうスペース

Ⅳ
どの時間帯でもいいが使いたいと思った
時に数時間使用

Ⅴ
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における最低限必要なスペースの組み合わせは 6 タ
イプに分類できると算出された（図 2-1）。 

 各タイプの概要及び該当する活用用途を表2-7に、
タイプごとに各スペースの該当率を集計した結果を
図 2-2 に示す。図 2-2 を見ると、タイプⅰ,ⅱ,ⅲ,ⅴは
「玄関」「個室」「居間・食事室」の該当率が比較的
高い傾向にある一方で、タイプⅳ,ⅵは「庭」「倉庫」
の該当率が比較的高い傾向にある。ことのことから、
タイプⅰ,ⅱ,ⅲ,ⅴは屋内のスペースを中心に使用す
るのに対し、タイプⅳ,ⅵは屋外のスペースを中心に
使用する用途と整理できる。 

 また、タイプⅰ,ⅱ,ⅲ,ⅴを比較すると、タイプⅰは
水回りの該当率が他のタイプよりも高く、「庭」の該
当率も比較的高いことから、屋内の LDK 部分を中心
に屋内・屋外スペースを全体的に使用する用途だと
想定されていると分かる。タイプⅱはタイプⅰより
も「水回り」及び「庭」の該当率が低い傾向にある。
このことから、タイプⅱは居間・食事室を中心に屋
内の居室空間を全体的に使用する用途だと想定され
ていると分かる。タイプⅲは、タイプⅰ,ⅱより各種
スペースの該当率が軒並み低い傾向にある。また、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 クラスター分析の結果 

実施事例のある活用用途が多く、こうした活用用途
については、前節のインタビュー調査から特に広い
スペースを必要としない用途であると把握できたこ
とから、タイプⅲは、居間・食事室を中心に屋内の
居室空間を部分的に使用する用途だと想定されてい
ると分かる。タイプⅴは、タイプⅰ,ⅱ,ⅲより「倉庫・
車庫」の該当率が高い一方で、「居間・食事室」「水
回り」及び「庭」の該当率が低い傾向にある。この
タイプの活用用途のうち実施事例のあるものについ
ても、前節のインタビュー調査から特に広いスペー
スを必要としない用途であると把握できたことから、
タイプⅴは、倉庫・車庫などの比較的狭小なスペー
スを中心に屋内の一角を使用する用途だと想定され
ていると分かる。 

 一方、タイプⅳ,ⅵを比較すると、タイプⅳは「倉
庫・車庫」の該当率が高い傾向にあるのに対し、タ
イプⅵは「庭」「壁」及び「屋根」の該当率が高い傾
向にある。このことから、タイプⅳは、庭・倉庫・
車庫といった母屋以外のスペースを中心に使用する
用途だと想定されており、タイプⅵは、屋外（建物
以外）のスペースを中心に使用する用途だと想定さ
れていると分かる。 

 このように、空き家活用（「㉒借り上げ社宅」「㉓
グループホーム」「➒映画の爆破シーン撮影に使用」 

 

表 2-7 各活用用途の最低限必要なスペースの組み合わせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このラインで分類 

活用用途
①カフェ
②バー
③趣味の教室
⑦水耕栽培
➌干物工房
⑪ペットも泊まれる民泊
➐キッチンカーのイートイン
⑱高齢者サロン
⑲子育てサロン
⓬福祉避難所
④内職の作業場
⑤コワーキングスペース
➊塾やサテライト予備校
⑩アトリエ
➎カラオケ
➏レンタルスタジオ
➑キャンプ場の管理棟
➓近所から不要になった健康器具
　を集めてジムに
⑥スキャンセンター
⑧昆布の乾燥スペース
➋キノコの栽培スペース
⑨ファブラボ
⑫コレクション鑑賞スペース
⑯個人のコレクション置き場
➍車やバイクの整備スペース
⑮シェア用除雪機置き場
⑬荷物を郵送して一時保管しても
　らうスペース
⑭防災備蓄倉庫
⓫宅配ボックスステーション
⑰堆雪スペース
⑳レンタルヤギの厩舎
㉑太陽光発電スペース
⓭電気自動車充電ステーション

最低限必要なスペースの組み合わせ

主に屋内のLDK部分を使う用途
　※来客の駐車スペースとしての活用を想定
　　して庭の該当率が高い傾向に

ⅰ

ⅱ

居間・食事室を中心に屋内の居室空間
を全体的に使う用途
　※使用者の駐車スペースとしての活用を想
　　定して倉庫・車庫の該当率が高い傾向に

屋外空間を中心に使う用途ⅵ

玄関・居間・食事室を中心に屋内を部
分的に使う用途

ⅲ

庭・倉庫・車庫を中心に使う用途ⅳ

屋内の一角（倉庫程度の広さ）を使う
用途

ⅴ
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「⓮避難訓練のデモ用に燃やすのに使用」「⓯化学物
質過敏症など特殊な事情を持つ方のシェルター」を
除く 33 用途）において、最低限必要な使用時間は 9

タイプに、最低限必要なスペースの組み合わせは 6

タイプに整理でき、それぞれを組み合わせると、部
分的・一時的な活用の仕方の組み合わせ（以降、活
用方法のゆるさと記載する）は計 20 通りあると分か
る（表 2-8）。このうち、タイプⅨは使用を開始する
と常時使用状態が続くため、同じスペースを使うこ
となる他用途とスペースを共有することは難しい。
だが、最低限必要なスペースの組み合わせによる分
類結果（タイプⅰ～ⅵ）はどれも、他のいずれかの
タイプと同時に実施することが可能なことから（表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-8 部分的・一時的な活用の仕方の組み合わせ 

 

 

 

 

 

 

表 2-9 最低限必要なスペースによる分類結果間の同時使用可能性 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

タイプⅰ

タイプⅱ

タイプⅲ

タイプⅳ

タイプⅴ

タイプⅵ

玄関の該当率

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

タイプⅰ

タイプⅱ

タイプⅲ

タイプⅳ

タイプⅴ

タイプⅵ

個室の該当率

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

タイプⅰ

タイプⅱ

タイプⅲ

タイプⅳ

タイプⅴ

タイプⅵ

居間・食事室の該当率

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

タイプⅰ

タイプⅱ

タイプⅲ

タイプⅳ

タイプⅴ

タイプⅵ

水回り（便所を除く）の該当率

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

タイプⅰ

タイプⅱ

タイプⅲ

タイプⅳ

タイプⅴ

タイプⅵ

庭の該当率

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

タイプⅰ

タイプⅱ

タイプⅲ

タイプⅳ

タイプⅴ

タイプⅵ

倉庫・車庫の該当率

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

タイプⅰ

タイプⅱ

タイプⅲ

タイプⅳ

タイプⅴ

タイプⅵ

壁の該当率

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

タイプⅰ

タイプⅱ

タイプⅲ

タイプⅳ

タイプⅴ

タイプⅵ

屋根の該当率

図 2-2 分析に用いた 8 指標のタイプごとの集計結果 

タイプⅰ タイプⅱ タイプⅲ タイプⅳ タイプⅴ タイプⅵ

タイプⅠ 4 0 2 0 0 0

タイプⅡ 1 0 0 0 0 0

タイプⅢ 0 2 0 1 0 0

タイプⅣ 0 3 0 0 0 0

タイプⅤ 0 0 0 1 0 1

タイプⅥ 1 1 0 0 1 0

タイプⅦ 1 0 0 0 0 0

タイプⅧ 2 1 2 0 0 0

タイプⅨ 1 1 2 0 2 3

最低限必要なスペース

最
低
限
必
要
な
使
用
時
間
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2-9）、本節で整理した空き家の活用用途（33 用途）
はどれも、同じ戸建て空き家において他の何かしら
の活用用途と組み合わせながら実施することが可能
と考えられる。 

 

３．各種「ゆるい活用」手法の実施に当たっての要件と収益性  

（１）調査・分析の対象とする活用用途 

前章では、空き家関連事業者への調査によって洗
い出した 38 種類の空き家の活用用途のうち、33 用
途は「ゆるい活用」が可能と把握できた。本節では、
これら「ゆるい活用」の実施可能性を検討する。な
お、前述したように、既に活用事例のある空き家の
活用用途は、実施可能性があると考えられることか
ら、空き家関連事業者へのインタビュー調査及び既
往研究を基に、33 用途の実施事例の有無を整理した。
その結果、表 3-1 に示す 12 用途は実施事例が見当た
らなかった。なお、この 12 用途は、主な活用主体に
よって「A.民間事業主体がビジネスベースで実施す
る活用用途」「B.公共公益性団体がビジネスベースに 

 

表 3-1 「ゆるい活用」が可能な 33 用途の実施事例の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-2 実施主体別実施事例のない活用用途 

 

 

 

 

 

限らず実施する活用用途」「C.個人が趣味の範囲で使
用するスペースで、管理者が常時待機する必要のな
い活用用途」の 3 タイプに整理できる（表 3-2）。A

の活用用途については、潜在的需要及び収益性があ
れば実施可能性があると考えられる。そのため、A の
活用用途の実施可能性については、実施主体にイン
タビュー調査を行い、「潜在的需要の有無」「実施要
件」「空き家活用への支払意志額」を把握する。これ
に対し、B 及び C の活用用途は事業主体の意向次第
で実施可能であることから、実施主体にアンケート
調査を行うことで、「空き家活用の潜在的需要」「実
施要件」「空き家活用への支払意志額」を把握するこ
とにした。 

（２）各種「ゆるい活用」手法の実施要件と収益性 

1) 事業者が実施主体となる活用用途 

A の活用用途のうち、「➌干物工房」は実施事例の
ある「⑧昆布の乾燥スペース」と実施可能性が大き
く変わらないと予想される。また、「➑キャンプ場の
管理棟」は、キャンプ場となり得る敷地に併設され
た空き家であることが前提となるため、多くの空き
家で実施することが困難と予想される。これらのこ
とから、「➌干物工房」と「➑キャンプ場の管理棟」
を除く 4 用途の実施可能性を調査した。 

■活用用途 A-1．サテライト予備校としての活用 
大手予備校は、動画や Web 配信での遠隔授業のサ

ービスを実施しており 注 5)、こうした大手予備校のサ
テライトとして空き家を活用するケースが想定され
る。そこで、このサテライト予備校の実施可能性を
把握するべく、河合塾札幌校及び代々木ゼミナール
札幌校にインタビュー調査を行った（調査日：2022

年 10 月 17 日）。その結果、両校から、地方で大手予
備校によるサテライト予備校の潜在的需要はあると
の回答を得た。北海道では、大手予備校の多くは札
幌市にしかないことから 注 6)、両校には札幌市以外か
らも生徒が集まっている。また、旭川市や帯広市と
いった公共交通でのアクセスが可能な地域の受験生
の中には、公共交通で自宅から通う者もいるが、遠
隔地に住む受験生の多くは札幌市内で下宿し、下宿

実施主体による分類 実施事例のない活用用途
➊塾やサテライト予備校
➋キノコの栽培スペース

➌干物工房

➐キッチンカーのイートイン
➑キャンプ場の管理棟
⓫宅配ボックスステーション
⓬福祉避難所
⓭電気自動車充電ステーション
➍車やバイクの整備スペース
➎カラオケ
➏レンタルスタジオ

A.民間事業主体がビジネスベースで実施
   する活用用途

B.公共公益性団体がビジネスベースに限
   らず実施する活用用途

➓近所から不要になった健康器具
　を集めてジムに

C.個人が趣味の範囲で使用するスペース
   で、管理者が常時待機する必要のない
   活用用途

活用事例が確認できた用途 活用事例が確認できなかた用途
①カフェ
②バー
③趣味の教室 ➊塾やサテライト予備校
④内職の作業場
⑤コワーキングスペース
⑥スキャンセンター
⑦水耕栽培 ➋キノコの栽培スペース
⑧昆布の乾燥スペース ➌干物工房
⑨ファブラボ ➍車やバイクの整備スペース
⑩アトリエ
⑪ペットも泊まれる民泊 ➎カラオケ
⑫コレクション鑑賞スペース ➏レンタルスタジオ

➐キッチンカーのイートイン
➑キャンプ場の管理棟

⑭防災備蓄倉庫
⑮シェア用除雪機置き場
⑯個人のコレクション置き場
⑰堆雪スペース
⑱高齢者サロン ⓬福祉避難所
⑲子育てサロン ⓭電気自動車充電ステーション
⑳レンタルヤギの厩舎
㉑太陽光発電スペース

レジャー
や趣味の場

⑬荷物を郵送して一時保管し
　てもらうスペース

➓近所から不要になった健康器具
　を集めてジムに

ストック
ヤード

⓫宅配ボックスのステーシ
　ョン

公共・公益
スペース

カテゴリー
用途

店舗

働く場

第一次産業
の生産拠点
もの作り

の場
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支払意志額調査（月当たり場所使用料）

先から通っている。なお、河合塾札幌校では食事サ
ービス付きの下宿先を斡旋するサービスも実施して
いる。河合塾札幌校は、このように受験生が札幌市
に下宿してまで大手予備校を選ぶ理由として、浪人
生が昼間に家の外で勉強できるスペースが少ないこ
とを挙げている 注 7)。 

これらの状況から、両校とも、地方で大手予備校
によるサテライト予備校の潜在的需要はあると回答
していた。なお、代々木ゼミナール札幌校では、以
前、地方部でのサテライト予備校の運営を検討した
ことがあるが、候補地のインターネット環境が整っ
ていなかったため断念している。このことから、実
施要件としてインターネット環境が整備されている
ことを挙げていた。その上で、授業の配信補助や授
業の著作権を管理するために管理人（アルバイトで
も可能）を用意することも要件であると回答してい
た。 

 この 2 つの実施要件のうち、インターネット環境
については、ここ数年で地方部への光通信が急速に
普及している。そのため、現時点でインターネット
環境がサテライト予備校実施のボトルネックになる
可能性は高くないと予想される。一方、管理人の確
保については、人件費がボトルネックになる可能性
がある。サテライト予備校の授業料は、大手予備校
の校舎に通学した場合と同額なので、サテライト予
備校を実施・運営する場合、利用者（受験生）から
授業料と場所使用料を徴収し、場所使用料の一部で
人件費を工面する必要がある。前述したように、地
方部在住の受験生は、札幌市までの通学費用や札幌
市での下宿費用を支払っている傾向にあることから、
場所使用料を支払ってでもサテライト予備校を選択
する可能性はあると推察されるそこで、場所使用料
がどの程度の金額ならサテライト予備校を選択する
のかを把握するべく、支払意志額調査を行った。 

 子供を予備校に通学させた経験のある札幌市以外
の北海道内の市町村に住む世帯 850戸に対しWebア
ンケート調査を実施したところ、843 人から回答を
得ることができた。このうち、745 人は札幌近郊の都

市部の住民であり、自宅から無理なく予備校に通え
たと回答していた（Web アンケートの都合上、札幌
市やその近郊に住むモニターの回答が多くなってし
まう）。そこで、この 745 人を除く 98 人に対し、仮
にサテライト予備校が近隣にあった場合の利用意向
を質問したところ、53 人（51.4%）が「料金次第では
利用を検討」と回答していた（図 3-1）。このことか
らも、地方部におけるサテライト予備校の潜在的需
要はあると分かる。そこで、この 53 人に対し、サテ
ライト予備校を利用した場合の利用料金について説
明した上で、場所使用料が月当たりどの程度の金額
ならサテライト予備校を選択するのかを質問した。
この質問で把握した支払意志額（場所使用料）を高
い順に並べ、賛成率の累積値を算出した結果を図 3-

2 に示す。 

 図 3-2 を見ると、賛成率の累積値はロジスティッ
ク曲線のような形状で推移している。そこで、賛成
率の累積値のオッズ比の自然対数を算出し、その値
を被説明変数に、支払意志額を説明変数にして線形
一次回帰を行った。その結果、表 3-3 のような結果
が得られた。表 3-3を見ると、補正重決定係数が 0.945

であり、F 値が有意に低い。また、観測値を横軸，予
測値を縦軸にした散布図を作成したところ，どのサ  

 

 

 

 

 

図 3-1 サテライト予備校の利用意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 場所使用料の支払意志額別累積賛同率 
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ンプルも 45 度線付近にプロットされている（図 3- 

3）。これらのことから、この推定結果は非常に精度
が高いと分かる。 

このように、賛成率の累積値を高精度に推計する
関数（以降、累積賛成率関数と記載する）を推定す
ることができたので、次に、この結果を用いて支払
意志額の平均値を算出した。支払意志額の平均値は、
賛成率に支払意志額を乗じた値を支払意志額の回答
のレンジで積分することで算出できる。賛成率は、
累積賛成率関数を支払意志額で微分することで算出
できることから、場所使用量の支払意志額の平均値  

𝜇𝜇1は、支払意志額調査の観測値を𝑥𝑥、支払意志額の累
積賛同率を𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴とすると、 

 

 

と表すことができる。 
 ここで、 

 

 

なので、（1）式は、 

 

 

 

 

 

 

と書き換えられる。 

 この (２)式より、𝜇𝜇1は 27,264 円/月と算出された
（以降の支払意志額の平均値も同じ過程で算出する
ので、数式については省略する）。管理人のアルバイ
ト代を時給 1,000 円、場所の使用時間を 1 日 10 時間
（9:00～19:00）と仮定した場合、人件費だけで月 30

万円かかるが、利用者 1 人当たり 27,264 円/月の利用
料を徴収できるのであれば、12 人以上の利用者を確
保できれば、人件費を賄うことができると分かる。 

 労働安全衛生法によるとオフィスの面積は 1 人当
たり 4.8 ㎡なので、居室部分の面積が 57.6 ㎡以上な
ら、12 人分のデスク作業のスペースを確保できる。 

表 3-3 場所使用料支払意志額の累積賛同率関数推計結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

加えて、運営主体が学校法人でない限り、学校の基
準でスペースを整備する必要はなく、必要な機材も
特殊なものではないことからイニシャルコストは高
くないと推察される。これらのことから、戸建て空
き家をサテライト予備校として活用した場合に、ラ
ンニングで黒字化を目指すことは可能と考えられる。 

■活用用途 A-2．キノコの栽培スペースとしての活用  
キノコの栽培スペースとしての実施可能性を把握

するべく、キノコ栽培について研究している（地独）
北海道立総合研究機構林業試験場の原田主幹にイン
タビュー調査を行った（調査日：2022年 5月 23日）。
その結果を踏まえて、戸建て空き家で想定される環
境を基に、キノコ栽培が可能となる条件を整理した。 

条件①. 植菌・培養の段階は無菌に近い状態が求め
られるため、空き家で栽培を行う場合は、
菌床を購入することが前提となる。 

条件②. 菌床を購入して栽培する場合、例えばシイ
タケだと湿度は 90%以上、温度は 20℃前後
（植菌の段階では 15℃前後）を保つ必要が
ある。また、炭酸ガスが発生するので、炭
酸ガス濃度が 2,000ppm 以上にならないよ
う換気をする必要がある。加えて、温度は
一定にしていても栽培できるが、収量を増
やしたいのであれば、昼と夜とで温度を変
えるといった温度のコントロールが求めら
れる。こうした条件をクリアするべく、空
き家内でミニ温室のような環境を作った上
で、1 日 3 回換気と霧吹きによる加湿を行
う。 

----(1) 𝜇𝜇1 = � 𝑥𝑥
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----(2) 

回帰統計
重相関 R 0.975
重決定 R2 0.951
補正 R2 0.945
標準誤差 0.449
観測数 11

自由度 変動 分散 観測された分散比 有意 F
回帰 1 35.111 35.111 174.049 0.000
残差 9 1.816 0.202
合計 10 36.926

係数 標準誤差 t P-値
切片 -15.343 1.155 -13.284 0.000

月当たり支出額
自然対数

1.627 0.123 13.193 0.000
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 また、原田主幹へのインタビュー調査の結果を基
に、次のような条件を設定して収益性を算出した。 

条件ⅰ. 栽培の難易度が比較的低いシイタケを栽培   
する。 

条件ⅱ. シイタケの菌床は 1 つ 150 円で入手する。 

条件ⅲ. 技術次第ではあるが、1 菌床から数回収穫す
ることを想定し、100 菌床からシイタケを
15kg ほど収穫できると仮定する。 

条件ⅳ. シイタケの売値は、相場価格に基づき 1kgあ    

たり 1,000 円と仮定する。 

この条件通りに栽培・収穫した場合、1 菌床当たり
年間 300 円の純利益が出せると分かる。8 菌床ほど
栽培できるサイズの市販のミニ温室のキットが
8,000 円程度なので、仮に夏季の 4 か月で 500 菌床を
栽培した場合 注 8)、イニシャルコストを賄えるほどに
純利益が積み重なるのは 4 年目になってからと算出
された（図 3-4）。なお、障がい者就労継続支援（B 型）
を利用 注 9)して栽培をアウトソーシングした場合、そ 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3 場所使用料支払意志額の累積賛同率予測結果と実測値の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4 シイタケの栽培による収支シミュレーション結果 

の費用も賄えるほどに純利益が積み重なるのは 8 年
目になってからと算出された。これらの試算結果か
ら、戸建て空き家のゆるい活用手法としてキノコ栽
培を行う場合、中長期的なスパンで実施しなければ
事業を黒字化できないと分かる。 

■活用用途 A-3．キッチンカーのイートインスペースとしての活用 
近年、全国的にキッチンカーの事業者が増加して

いる 15)。販売する品目によっては、イートインスペ
ース等の需要があると予想されることから、キッチ
ンカーのイートインスペースとしての空き家利用の
実施可能性を把握するべく、旭川市内のキッチンカ
ーイベントに参加した 12 業者（キッチンカー業者）
にインタビュー調査を行った。その結果、9 業者（75%）
がイートインスペースのニーズを、11 業者（91.7%）
が電源のニーズを持っていた（図 3-5）。これらのこ
とから、有償で電源とイートインスペースを提供す
る場として、空き家を活用することの潜在的需要は
あると考えられる。 

 なお、イートインスペースのニーズを持っていな
かった 3 業者はドリンクやスイーツなどの歩きなが
らでも飲食できる品目のみを売っている業者だった。
一方、歩きながらの飲食が難しい品目を販売してい
る業者やビールなどの冷たい飲料を販売している業
者は、売り上げが天候の影響を受けやすいという理
由で、イートインスペースのニーズを持っていた。 

 ただし、場所代については、定額で徴収される場
合の金額が 1 日あたり 200 円から 2,000 円（いずれ
も電源付き）が相場であることから、空き家を有償
で電源とイートインスペースを提供する場とする場
合、収益性はほとんど期待できないと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-5 キッチンカー業者が営業先に求める機能（n=12） 
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事業継続年数（年）

シイタケを500菌床栽培した場合の収支シミュレーション

収支の試算結果 アウトソーシング費用

アウトソーシング費用が

かからない場合に黒字化

アウトソーシング費用

を考慮しても黒字化
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■活用用途 A-4．宅配ボックスステーションとしての活用  
 宅配業者や大手通販サイトが運用している宅配ボ
ックスの設置場所となった場合、運用している企業
から場所代が支払われる。また、空き家に宅配ボッ
クスを設置した場合、設置場所によっては雨風を防
げるなどのメリットがあることから、空き家を宅配
ボックスステーションとして活用する潜在的需要は
あると予想される。そこで、空き家の宅配ボックス
ステーション化の実施可能性を把握するべく、全国
で宅配ボックスの運用を手掛ける株式会社クロネコ
ヤマトの札幌支社にインタビュー調査を行った（調
査日：2023 年 6 月 8 日）。その結果、「周辺に大学生
や若い共働き夫婦が多く居住していること」「交通量
の多い道路に接していること」及び「駐車場を外部
に提供でき、駐車場の除雪等がなされること」の 3

つの条件を満たせば、設置場所になり得るとの回答
を得た。 

2) 公共公益団体が実施主体となる活用用途 

 B の活用用途のうち、「⓬福祉避難所」は介護者や
介助機材等が確保できる環境を必要とするため、市
町村が指定するハードルは非常に高い。多くの空き
家で実施することが困難と予想されることから、「⓭
電気自動車充電ステーション（PV注 10）発電スペース
としての屋根や壁の活用）」の実施可能性にフォーカ
スすることにした。なお、PV 発電スペースとしての
屋根や壁の活用については、戸建て住宅において自
家消費用以外の発電を行っている事例が見当たらな
かったため、参考事例として、市町村が PPA 方式に
よって発電スペースの整備した事例を調査した。 

■活用用途 B-1．PV 発電スペースとしての活用（屋根や外壁の活用） 
 富良野市では、高圧受電と太陽光発電を併用して、
水処理センターの電力が賄われている（図 3-6）。PV

で発電した電力は、富良野市が (株)フソウ・エナジ
ーから全て購入する契約となっており、PV 及び架台
はすべて(株)フソウ・エナジーの所有物である（PPA

方式）。なお、(株)フソウ・エナジーは特別目的会社
を設立しており、太陽光発電を設置している敷地の
草刈りや雪かきはその特別目的会社が担っている。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-6 富良野市の水処理施設における電力供給スキーム  

 

水処理センターのエネルギー使用量に対して、
13％を PV で発電した電力で賄う設定としている。
この設定は、蓄電池を設置しないことを前提に、富
良野市のエネルギーコストの低減が図りつつ(株)フ
ソウ・エナジーの採算性を確保できるように調整し
た結果であり、富良野市はこの仕組みの導入により
月 6円～40万円程度の電気料金を削減することがで
きている。水処理センターは、1 日を通して絶えず高
圧電力を必要とするため、PV が昼間に発電した電力
を無駄なく自家消費することができる。また、PV の
傾斜を 30°とすることで、日中の気温がプラスにな
れば雪が溶けて落ちる設計とすることで、冬季にお
いても PV が発電をしている。こうした状況から、
PPA 方式を採用しても、電気料金の削減を図れてい
ると考えられる。 

 なお、電気料金の削減が図れる PV での電力負担
割合は施設ごとに異なると予想されるが、公共施設
や病院などの施設も昼間に高圧電力の需要があるこ
とから、同様のスキームを図ることができると推察
される。そのため、公共施設や病院といった昼間に
高圧電力の需要がある施設の周辺に立地する空き家
では、PV 発電スペースとして屋根や外壁を貸す潜在
的需要があると考えられる。 

3) 個人が実施主体となる活用用途 

 個人の趣味は多様であることから、C の活用用途
については、前節で整理した活用用途以外にも多様
な用途があると予想される。そこで、北海道在住者
1,000 人を対象にアンケート調査を行い、その中で
「自宅以外にあったらいいなと思うスペース」「当該

水処理施設大手電力会社

施設電力の87%

太陽光発電

同じ敷地内

施設電力の13%
（PPA方式）

富良野市
特別目的会社

((株)フソウ・エナジー)
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スペースの確保意向」「戸建て空き家で当該スペース
を確保する場合の支払意志額」を質問した。 

■活用用途 C-1．個人の趣味のスペースとしての活用  
アンケート調査の結果、904 人から回答を得ること
ができた。この 904 人が「自宅以外にあったらいい
なと思うスペース」の有無について回答した結果を
見ると、74.0%が当該スペースを確保したいというニ
ーズを持っていた（図 3-7）。また、このうち 73.7%

の回答者（全回答者の 54.5%）は、費用がかかっても
当該スペースを確保したいと回答していた。なお、
当該スペースを確保したいというニーズを持ってい
た回答者について、具体的にどのようなスペースが
欲しいかを質問したところ、「趣味で集めたもの等を
保管するスペース」「1 人で趣味を楽しむスペース」
のニーズが比較的高い傾向にあると分かった（図 3-

8）。 

そこで、費用がかかっても当該スペースを確保し
たいと回答した回答者に、戸建て空き家で当該スペ
ースを確保する場合の支払意志額を取得方法（購入
する場合・賃貸借する場合・利用する度に利用料を
支払う場合の 3 ケース）別に質問した。その結果（支
払意志額）を高い順に並べ，累積賛成率の累積値を
算出した結果を図 3-9～3-11 に示す。 

図 3-9～3-11 を見ると、賛成率の累積値はどの取
得方法においてもロジスティック曲線のような形状
で推移している。そこで、賛成率の累積値のオッズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-7 「自宅以外にあったらいいなと思うスペース」の有無についての回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-9 購入した場合の支払意志額別累積賛同率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.1%

74.0%

18.4%
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既に場所を確保している 場所のニーズ有り 場所のニーズなし

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

趣味で集めたものや自宅に置ききれないものを保管するスペース

工具を使ったり塗装できるスペース

音が鳴っても大丈夫なスタジオみたいなスペース

人に邪魔されずに1人で趣味を楽しむスペース

複数人で趣味を楽しむためのスペース

キッチンスペース

冬に運動するためのスペース

その他の目的で使うスペース

既にそういう場所を確保している 使える場所があるなら欲しい

欲しいが光熱費等以外にお金がかかるならいらない いらない

図 3-8 具体的に確保したいスペース 
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図 3-10 賃貸借した場合の支払意志額別累積賛同率 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-11 利用する度に利用料を支払う場合の支払意志額別累積賛同率 

 

表 3-4 購入した場合の支払意志額の累積賛同率関数推計結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

比の自然対数を算出し、その値を被説明変数に、支
払意志額を説明変数にして取得方法ごとに線形一次
回帰を行った。その結果、表 3-4～3-6 のような結果
が得られた。表 3-4～3-6 を見ると、補正重決定係数
がそれぞれ 0.945（購入する場合）、0.993（賃貸借す
る場合）、0.984（利用する度に利用料を支払う場合）
であり、どの推定結果も F 値が有意に低い。また、
観測値を横軸，予測値を縦軸にした散布図を作成し
たところ，どの取得方法においても、全てのサンプ
ルが 45 度線付近にプロットされている（図 3-12～3-

14）。これらのことから、この推定結果は非常に精度 

表 3-5 賃貸借した場合の支払意志額の累積賛同率関数推計結果 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-6 利用する度に利用料を支払う場合の支払意志額の累積賛同率関数推計結果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-12 購入した場合の支払意志額の累積賛同率予測結果と実測値の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-13 賃貸借した場合の支払意志額の累積賛同率予測結果と実測値の関係 

回帰統計
重相関 R 0.973
重決定 R2 0.947
補正 R2 0.945
標準誤差 0.461
観測数 29

自由度 変動 分散 観測された分散比 有意 F
回帰 1 102.618 102.618 482.095 0.000
残差 27 5.747 0.213
合計 28 108.365

係数 標準誤差 t P-値
切片 6.620 0.302 21.905 0.000
購入希望金額自然対数 -0.591 0.027 -21.957 0.000

回帰統計
重相関 R 0.997
重決定 R2 0.993
補正 R2 0.993
標準誤差 0.187
観測数 24

自由度 変動 分散 観測された分散比 有意 F
回帰 1 114.833 114.833 3292.118 0.000
残差 22 0.767 0.035
合計 23 115.600

係数 標準誤差 t P-値
切片 11.829 0.219 53.988 0.000
月間家賃希望額自然対数 -1.252 0.022 -57.377 0.000

回帰統計
重相関 R 0.993
重決定 R2 0.986
補正 R2 0.984
標準誤差 0.356
観測数 11

自由度 変動 分散 観測された分散比 有意 F
回帰 1 78.874 78.874 623.372 0.000
残差 9 1.139 0.127
合計 10 80.013

係数 標準誤差 t P-値
切片 12.574 0.535 23.483 0.000
利用料希望額自然対数 -1.695 0.068 -24.967 0.000
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が高いと分かる。 

このように、賛成率の累積値を高精度に推計する
関数（以降、累積賛成率関数と記載する）を推定す
ることができたので、次に、この結果を用いて支払
意志額の平均値を算出したところ、空き家を購入し
て確保する場合の支払意志額の平均値は 1,414,162

円と、空き家を賃貸借して確保する場合の支払意志
額の平均値は 8,978 円/月と、利用する度に利用料を
支払いスペースを確保する場合の支払意志額の平均
値は 732 円/回と算出された。これらの結果から、個
人の趣味のスペースとしての利用は、潜在的需要が
高く、収益性も高いと把握できた。 

 

４．実際の空き家における「ゆるい活用」の実施方法の検討  

前章の分析結果から、第２章で洗い出した空き家
の活用用途は、どれも潜在的需要があり、「ゆるい活
用」手法となり得ると分かった。また、「宅配ボック
スステーション」「PV 発電スペース」のように特定
の地域・場所に立地していないと実施要件や収益性
を満たせない活用用途がある一方で、「サテライト予
備校」「キノコの栽培スペース」「個人の趣味のスペ
ース」のようにどの地域・場所に立地している空き
家でも実施できそうな活用用途もあると分かった。
加えて、活用用途によって収益性の高さは異なるが、
多くの活用用途で事業収益が発生する可能性がある
と分かった。これらの結果を踏まえて、本章では、
実際の空き家で複数の「ゆるい活用」を実施する場 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

図 3-14 利用料を支払う場合の支払意志額の累積賛同率予測結果と実測値の関係 

合を想定し、戸建て空き家の規模でも複数の用途を
混在させることが可能かを考察するとともに、想定
した「ゆるい活用」の組み合わせ方によってどの程
度の事業収益が発生し得るのかを試算する。この分
析によって、戸建て空き家の「ゆるい活用」が進む
可能性を考察する。 

なお、活用用途の検討に当たっては、事業収益の
多寡を評価するべく、前章で調査した活用用途の中
から中心となる用途を選定した上で、この中心とな
る用途と同じ建物を共有できる別の用途との組み合
わせを検討する。 

 分析に当たり、建築年代の異なる 4 つの空き家（後
述する空き家①～空き家④）の平面図を入手した 注

11)。各空き家の概要を表 4-1 に、平面図を図 4-1～4-

4 に示す。 

 

表 4-1 分析対象とする空き家概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 空き家①の平面図 

空き家① 空き家② 空き家③ 空き家④

延べ床面積 161.18㎡ 138.51㎡ 99.36㎡ 113.45㎡

敷地面積 494.61㎡ 237.48㎡ 473.66㎡ 968.47㎡

築年数 41年 39年 48年 50年

構造・階数 木造2階建て 木造2階建て 木造2階建て CB造2階建て

熱源 灯油 灯油 灯油 灯油

立地する地域
の特徴

・名寄市近郊の
　Ａ町に立地
・Ａ町本市街地
　に立地
・当該地域は市
　街化区域に指
　定されている
・町内に高校は
　あるが学習塾
　等は見当たら
　ない

・中核都市であ
　るＢ市に立地
・Ｂ市の社会福
　祉協議会は、
　高齢者サロン
　や防災備蓄倉
　庫として使え
　るスペースの
　ニーズを持っ
　ている
・Ｂ市は中核都
　市であるため
　障がい者就労
　支援事業所が
　複数存在する

・伊達市近郊の
　Ｃ町に立地
・Ｃ町内の本市
　街地に立地
・Ｃ町はＪＲ沿
　線に位置し、
　町内に高速道
　路のＩＣもあ
　ることから、
　近隣都市から
　のアクセスも
　良い

・伊達市近郊の
　Ｃ町に立地
・Ｃ町内の本市
　街地から少し
　離れた地区に
　立地
・近場に昼間電
　力需要のある
　施設あり
・Ｃ町はＪＲ沿
　線に位置し、
　町内に高速道
　路のＩＣもあ
　ることから、
　近隣都市から
　のアクセスも
　良い

住
宅
の
概
要
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図 4-2 空き家②の平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3 空き家③の平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-4 空き家④の平面図 

 

 空き家①（図 4-1）は、面積が広いことから、多く
の人が集まる用途で活用しても問題ないと考えられ
る（表 4-1）。そこで、この空き家①を「サテライト

予備校」として活用したケースを想定し、「サテライ
ト予備校」と空き家①の空間を共有できる他用途と
の組み合わせを検討することにした。 

 「サテライト予備校」を実施する場合、Web 授業
用の教室の他に自習室や相談室、管理者スペース、
休憩スペースが必要と考えられる。このことを踏ま
えて、空き家①の間取りを見ると、Web 授業用の教
室には多くの生徒が集まれるリビングと続き間にで
きる隣室が、自習室にはプライバシーを確保しやす
い２階の居室が、相談室・管理者スペースにはプラ
イバシーを確保しつつ管理者動線を短くできる１階
の居室が、休憩スペースには給湯を活用できるよう
ダイニングキッチンがそれぞれ使えると想定される。
空き家①は、これらのスペースを活用してもまだ余
剰スペースがある。こうしたスペースは面積が限ら
れていることから、タイプⅳ・ⅴの用途を実施する
ことが有望と考えられる。主たる用途をサテライト
予備校とした場合、生徒の送迎を保護者が実施する
場合があると予想されることから、こうした保護者
が使えるサービスとしてレンタルボックス（宅配ボ
ックス）置き場として活用した場合を想定した（図
4-5）。この他の屋外スペースを堆雪スペースとする
ことや屋根に PV を設置することが「ゆるい活用」
の組み合わせ方として考えられる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-5 空き家①での「ゆるい活用」の検討結果 
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空き家①で上記の活用を組み合わせた場合、「サテ
ライト予備校」が主な収益源になる。図 4-5 に示す
配置でサテライト予備校を実施した場合、最大で 24

人を利用者（生徒）にできることから、サテライト
予備校の場所使用量の支払い意志額の平均値が
27,264 円/人・月なので、最大で月 654,336 円の純利
益を上げることができると期待される。前章に記載
した経費がかかると仮定すると、サテライト予備校
だけで年間 390 万円ほどの事業収益が発生すること
になる。 

 空き家②（図 4-2）は、1 階の居室が北側にあるた
め、日当たりの悪さを活かせる「キノコの栽培スペ
ース」として活用したケースを想定し、「キノコの栽
培スペース」と空き家②の空間を共有できる他用途
との組み合わせを検討することにした。 

 500 株のシイタケを栽培する場合、20 畳ほどのス
ペースが必要になる。また、他の用途と組み合わせ
て空き家を活用することを前提に考えると、キノコ
の栽培を障がい者就労継続支援（B 型）に委託する
場合、他の用途の利用者との接触を極力避ける配慮
が必要と推察される。加えて、キノコの栽培には水
が必要なことから、1 階の居室部分（計 18 畳）と脱
衣室をシイタケの栽培スペースとして活用すること
を想定した。この場合、2 階をまとめて別の用途で活
用できる。トイレを含めた水回りはシェアすること
を前提にすると、2 階については、タイプⅰ・ⅲ・ⅴ
の用途を実施することが有望と考えられる。その上
で、空き家②の周辺には農家も多く居住しているこ
とから、農業経験者がキノコ栽培の担い手になる可
能性を考慮して、2 階の居室部分は高齢者サロン・子
育てサロンとして活用することを想定した。一方、
2 階の屋根裏スペースは、居室利用が難しい（無窓空
間である）ことから、防災備蓄倉庫としての利用を
想定した（図 4-6）。この他の屋外スペースを堆雪ス
ペースとすることや屋根に PVを設置することが「ゆ
るい活用」の組み合わせ方として考えられる。 

 空き家②で上記の活用を組み合わせた場合、「キノ
コ栽培」が主な収益源になる 注 12)。500 株のシイタケ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-6 空き家②での「ゆるい活用」の検討結果 

 

を栽培する場合、前章に記載した通り、事業収支は
8 年目に黒字化し、9 年目以降は年間 67,044 円の事
業収益が発生すると期待される。なお、この事業収
益は栽培を夏季の 4 ヶ月間実施した場合の金額であ
り、暖房を焚くのであれば、夏季以外も栽培期間と
することができる。B 市の社会福祉協議会によると、
B 市内で空き家を高齢者サロンとして活用した事例
では、暖房費用を利用者が負担していた。これらの
ことから、高齢者サロン・子育てサロンを 2 階で実
施した場合、暖房費用をサロンの利用者が負担する
ことで、冬季にもキノコを栽培できるようになり、
「キノコ栽培」の事業収益向に繋がる可能性がある
と考えられる。 

 空き家③（図 4-3）は、比較的狭小な間取りである
ことから（表 4-1）、大きな面積を必要としない「個
人のコレクション置き場」や「1 人で動画や音楽を楽
しむスペース」として活用したケースを想定し、こ
うした「個人の趣味のためのスペース」と空き家③
の空間を共有できる他用途との組み合わせを検討す
ることにした。 

 「個人の趣味のためのスペース」はプライバシー
を確保する必要があることから、居室スペースは全
て「個人のコレクション置き場」や「1 人で動画や音
楽を楽しむスペース」として貸し出す場合を想定し 
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コワーキングスペース

コワーキングスペース

カフェ・バー

応接スペース
兼カフェフロア

パントリー

レンタルキッチン

カフェやバーの
フロアを応接ス
ペースとして活
用できる

コワーキングスペース
の利用者の休憩・食事
・コミュニケーション
のスペースに

レンタルキッチン
とカフェやバーの
キッチンを共有

た。また、各居室でひとり時間を享受できるように
するには、不特定多数の人が各居室に近接しないよ
うな動線計画が求められる。そのため、エントラン
スから各居室までの動線上にあるダイニングキッチ
ンは、「個人の趣味のためのスペース」利用者のため
の交流スペースとして活用することを想定した。一
方、エントランス近くにある浴室については、「個人
の趣味のためのスペース」としての活用が難しく、
各居室に接していない。不特定多数の人が活用して
も、「個人の趣味のためのスペース」利用者のひとり
時間を邪魔しないと考えられることから、エントラ
ンスからの近接性に着目して、シェア用除雪機置き
場として活用することを想定した（図 4-7）。この他
の屋外スペースを堆雪スペースとすることや屋根に
PV を設置することが「ゆるい活用」の組み合わせ方
として考えられる。 

 空き家③で上記の活用を組み合わせた場合、「個人
の趣味のためのスペース」としてスペースを賃貸す
ることが主な収益源になる。こうしたスペースの借
り上げ料の支払意志額の平均値は 8,978 円/月・室な
ので、最大で年間 43 万円ほどの事業収益が発生する
ことになる。 

 空き家④（図 4-4）は、面積が広いことから、多く
の人が集まる用途で活用しても問題ないと考えられ
る（表 4-1）。また、広いリビングダイニングキッチ
ンが特徴的な住宅であることから、研究では、この
空き家③を「レンタルキッチン（個人の趣味のため
のスペース）」として活用したケースを想定し、「レ
ンタルキッチン」と空き家④の空間を共有できる他
用途との組み合わせを検討することにした。 

 「レンタルキッチン」は使っていない時に、カフ
ェやバーのキッチンとして活用できることから、リ
ビングダイニングキッチンに接している居室を「カ
フェ（日中）」及び「バー（夜間）」として活用する
ことを想定した。空き家③は、これらのスペースを
活用してもまだ広い余剰スペースがあることから、
居室部分を広く使うタイプⅱの中から、組み合わせ
る用途を検討することが有望と考えられる。余剰ス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-7 空き家③での「ゆるい活用」の検討結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-8 空き家④での「ゆるい活用」の検討結果 

 

ペースをコワーキングスペースとした場合、その利
用者は「カフェ（日中）」及び「バー（夜間）」の利
用者にもなり得る。また、応接スペースを使ってい
ない時にカフェやバーの飲食スペースとしても活用
できると推察されることから、この余剰スペースを
コワーキングスペースとして活用することを想定し
た（図 4-8）。この他の屋外スペースを堆雪スペース
とすることや屋根に PV を設置することが「ゆるい
活用」の組み合わせ方として考えられる。 

 空き家④で上記の活用を組み合わせた場合、カフ
ェ、バー、コワーキングスペースのテナント料主な
収益源になる。こうした活用用途の収益性を調査・
分析していないため、このケースについては事業収

交流スペース
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人の出入りを制限でき
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益の試算を行わないが、前述したように、カフェ、
バー、コワーキングスペースは都市部以外の地域で
も実施事例がある活用用途であることから、空き家
の賃貸価格の相場程度の事業収益は発生すると推察
される。 

 以上のシミュレーションから、活用用途や利用者
の確保の仕方によっては、収益で除却費用までも工
面できる可能性があると分かった。また、別の用途
と同じ建物をシェアすることで、利用者の取り込み
や実施可能性の向上を図ることができる可能性があ
ると考察された。これらのことから、空き家の「ゆ
るい活用」は、有望な空き家活用方法の考え方であ
り、活用用途の組み合わせ次第では、空き家のター
ミナルケアにも繋がる可能性があると考えられる
（図 4-9）。 

 

５．まとめと今後の課題 

本研究は、空き家を部分的・一時的に活用するこ
とを「ゆるい活用」と定義し、戸建て住宅において
「ゆるい活用」が実施可能な手法なのかを把握する
べく、具体的にどのような用途の「ゆるい活用」手
法があるのかを洗い出した上で、各手法の実施要件
や収益性の有無を調査・分析した。 

 まずは、具体的にどのような用途の「ゆるい活用」
手法があるのかを整理するべく、空き家関連事業者
にインタビュー調査を行い、各事業者がこれまでの
活動の中で見たことのある空き家の活用用途を把握
した。その上で、空き家関連事業者とブレインスト
ーミングを行い、これまでの活動の中で見たことは
なくとも想像できる空き家の活用用途を洗い出した。
その結果、38 種類の活用用途があると整理できた。 

 次に、整理した活用用途（38 用途）について、用
途ごとに具体的にどのような部分的・一時的活用が
できるのかを整理するべく、空き家関連事業者にイ
ンタビュー調査を行い、各活用用途を実施する場合
に「最低限必要なスペース」及び「最低限必要な使
用時間」を回答してもらった。その結果、5 用途は
「ゆるい活用」に該当しない用途と考えられるが、 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-9 「ゆるい活用」による空き家のターミナルケア 

 

残りの 33 用途は「ゆるい活用」にできそうな空き家
の活用用途でると整理できた。また、この 33 用途は、
空き家の使用時間・必要な空間の組み合わせによっ
て 20 パターンに分類できると算出された。加えて、
空き家の活用用途（33 用途）はどれも、同じ戸建て
空き家において他の何かしらの活用用途と組み合わ
せながら実施することが可能と整理できた。 

 このように、「ゆるい活用」の具体的な用途を把握
することができたので、「ゆるい活用」に該当する用
途の実施可能性を分析することにした。既に活用事
例のある空き家の活用用途は、実施可能性があると
考えられることから、活用事例が見当たらない活用
用途（「サテライト予備校」「キノコの栽培スペース」
「キッチンカーのイートインスペース」「レンタルボ
ックスステーション」「屋根への PV 設置」「個人の
趣味のためのスペース」の 6 用途）に対象を絞って
「ゆるい活用」手法の実施要件や収益性の有無を調
査した。その結果、調査対象の 6 用途はどれも潜在
的需要があり、「ゆるい活用」手法となり得ると分か
った。また、「キッチンカーのイートインスペース」
「レンタルボックスステーション」「PV 発電スペー
ス」のように特定の地域・場所に立地していないと
実施要件や収益性を満たせない活用用途がある一方
で、「サテライト予備校」「キノコの栽培スペース」
「個人の趣味のスペース」のようにどの地域・場所
に立地している空き家でも実施できそうな活用用途
もあると分かった。加えて、活用用途によって収益
性の高さは異なるが、多くの活用用途で事業収益が
発生する可能性があると分かった。 

空き家化 除却

管理（ケア）の期間 （看取り）
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 最後に、これまでの分析結果を踏まえて、実際の
空き家で複数の「ゆるい活用」を実施する場合を想
定し、「ゆるい活用」の組み合わせ方によってどの程
度の事業収益が発生し得るのかを試算した。その結
果、活用用途や利用者の確保の仕方によっては、収
益で除却費用までも工面できる可能性があると分か
った。また、別の用途と同じ建物をシェアすること
で、利用者の取り込みや実施可能性の向上を図るこ
とができる可能性があると考察された。 

 以上の分析結果から、具体的にどのような用途の
「ゆるい活用」手法があるのかを整理するとともに、
戸建て住宅において「ゆるい活用」が十分に実施可
能性のある手法であることを把握できたと考えられ
る。ただし、本研究では、既に活用事例のある空き
家の活用用途は、実施可能性があると考え、その潜
在的需要の多寡や収益性については調査・分析をし
ていない。そのため、「サテライト予備校」「キノコ
の栽培スペース」「キッチンカーのイートインスペー
ス」「宅配ボックスステーション」「屋根への PV 設
置」「個人の趣味のためのスペース」以外に、どのよ
うな活用用途を検討すると、事業収益を確保しやす
いのかについては明らかになっていない。また、空
き家を部分的に活用している事例が見当たらなかっ
たことから、本研究では、事例ベースで具体的な活
用手法を整理するのではなく、空き家関連事業者と
ブレインストーミングを実施することで、実施でき
そうな「ゆるい活用」手法を具体的に整理するとい
う手法を採った。そのため、今後、「ゆるい活用」の
実施事例を収集もしくは社会実験的に実践してみる
ことで、その収益性等を調査し、本研究の分析結果
を検証していくことが必要と考えられる。これらの
点は今後の課題としたい。 
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[注釈] 

注 1) スキャンセンターとは中小企業の領収書の処理を代

行する事業者のことを指す。インタビュー調査に協

力いただいた大手不動産業者は、このスキャンセン

ターの事業者から、インターネットに接続された

PC とスキャナー機能が搭載されたコピー機があれ

ば業務の遂行が可能であることを前提に事業所探

しの相談を受けたと回答していた。 

注 2) 一般社団法人ツギノバは利尻町から、NPO 法人ユニ

ライズは由仁町から、一般財団法人下川町ふるさと

開発振興公社は下川町からそれぞれ空き家の活用促

進業務を受託している。 

注 3) バブル経済の崩壊後、地価は低下し続けているため、

企業にとって不動産を所有する（社宅の場合は、企業

が不動産を所有する形で社宅を運用する）リスクは

大きいと指摘されている 14)。 

注 4) 整理した活用用途（38 用途）の中に、水を使用する

必要がありそうな用途が散見されたため、水回りス

ペース（流し台や洗面スペース、浴室）の選択肢を用

意した。ただし、どの活用用途も使用者がいる以上、

便所は使用すると考えられることから、便所はこの

水回りスペースに含めないこととした。 

注 5) 調査時点においては、著作権侵害のリスクがあるた

め、両校ともビデオテープでの遠隔授業サービスは

実施していないことがインタビュー調査で把握でき

た。 

注 6) 大手予備校のうち東進ハイスクールだけは札幌市以

外にも立地している。ただし、立地しているのは、北

海道内でも比較的人口規模の多い都市に限られる。 

注 7) 河合塾札幌校によると、旭川市や帯広市といった中

核都市においても、昼間から開校している予備校は

見当たらない。 

注 8) 8 菌床ほど栽培できる市販のミニ温室の底面サイズ

は 400mm×700mm なので、作業スペースを考慮する

と 1 坪当たり 6 つが設置数の限界と考えられる。個

室 3～4 部屋分（10 坪ほど）のスペースでシイタケを

栽培する場合、設置可能な菌床数はおよそ 500 床な

ので、500 床を栽培した場合の収支を試算することに

した。 

注 9) 単純な作業でかつ人と接することなく行える業務で

あるため、障がい者就労継続支援を活用することも

可能な取り組みと考えられる。その上で、工賃が比較

的安価であるため、試算上実施可能性を評価するの

に適していると考え、障がい者就労継続支援（B 型）

を利用した場合を想定した。 

注 10）太陽光発電パネルを指す。 

注 11) 道北地域の 2 自治体（A 町及び B 市）及び道南地

域の自治体（C 町）に実在する空き家の管理者もしく

は自治体から平面図を入手した。なお、図面の入手に

当たり、結果の公表について承諾を得ている。 

注 12) B 市の社会福祉協議会にヒアリング調査を行った結

果、B 市の社会福祉協議会は高齢者サロンと防災備

蓄倉庫のスペース需要を持っており、空き家の管理

を担う代わりに無償で借りれるのであれば、空き家

を活用したいと回答していた。 
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